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都政第  ３７８  号 

令和８年１月 29 日  
 

 
 新潟県都市計画審議会長  様  

 

 

新潟県知事 花 角 英 世  
 
 

審 議 会 へ の 付 議 に つ い て 

 
 

 都市計画法の規定により、下記の案件を付議します。  
 
 

記 
 

議案番号 都市名 件 名 

１ 十日町市 十日町都市計画道路の変更（新潟県決定） 
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都政第  ３８４  号 

令和８年１月 29 日  
 

 
 新潟県都市計画審議会長  様  

 

 

新潟県知事 花 角 英 世  
 
 

審議会への意見照会について 

 
 

下記の案件について、審議会の意見を求めます。  
 
 

記 
 

番 号 件 名 

１ 
地域未来投資促進法等を活用した開発における都市計画の基

本的な考え方（案）について  

 
 

 

 





1－1 

 

 

第１号議案 

 

 

 

 

１ 内容 

都市計画道路中３･４･３号 高田町南線ほか２路線を次のように変更する。 

 

種 

別 

名  称 位  置 区域 構  造 備考 

番号 路線名 起点 終点 
主 な 

通過地 
延長 

構
造
形
式 

車
線
の
数 

幅員 

地表式の区間に

おける鉄道等と

の交差の構造 

 

幹
線
街
路 

3･4･3 高田町南線 

十日町市

錦町一丁

目 

十日町市

高田町六

丁目 

十日町市

高山三丁

目 

約 1,450m 
地
表
式 

２
車
線 

18.0m 
幹線街路と 

平面交差３箇所 
 

3･4･5 高田町通り線 

十日町市

本町二丁

目 

十日町市

高田町六

丁目 

十日町市

高田町二

丁目 

約1,890m 
地
表
式 

２
車
線 

15.0m 

～ 

16.0m 

JR 飯山線と 

平面交差１箇所 

北越急行ほくほ

く線と立体交差

１箇所 

幹線道路と 

平面交差６箇所 

 

3.4.13 本町通り線 
十日町市

川治 

十日町市

中条 

十日町市

本町三丁

目 

約5,330m 
地
表
式 

２
車
線 

13.5m 

～ 

18.0m 

JR 飯山線と 

立体交差１箇所 

北越急行ほくほ

く線と立体交差

１箇所 

幹線道路と 

平面交差 10箇所 

 

 

２ 理由 

長期未着手となっている都市計画道路について、時間の経過による人口減少や自

動車交通需要の鈍化等、社会情勢の変化に対応するため見直しを行った結果、都市

計画道路の変更を行うものである。 

併せて３・４・３号 高田町南線（一般国道 253号）について、十日町橋の架け替

え事業計画を踏まえ、道路線形が現計画から変更となるため、都市計画道路の変更

を行うものである。 

 

３ 縦覧及び意見書の提出 

都市計画法第 21条第２項において準用する同法第 17条第１項の規定により、令

和８年１月６日から２週間公衆の縦覧に供したところ、意見書の提出はなかった。 





元 3・4・3号 高田町南線 L=約1,460m W=18.0m

変更 3・4・5号 高田町南線 L=約1,450m ２車線 W=18.0m

元
3・
4・
1
3号

本
町
通
り
線

L
=約
5
,3
30
m

W
=1
8
.0
m

変
更
3・
4・
1
3号

本
町
通
り
線

L
=約
5
,3
30
m

２
車
線
W
=1
3
.5
～
18
.0
m

元 3・4・5号 高田町通り線 L=約1,870m W=16.0m

変更 3・4・5号 高田町通り線 L=約1,890m ２車線 W=15.0～16.0m

十日町都市計画道路の変更（新潟県決定）

十日町市

1－2
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意見照会第 1号 

 

 

 

 

（案）の概要 

 

１ 「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」（地

域未来投資促進法）及び「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」（農村産

業法）の制度を活用した産業立地に係る新たな開発については、地域経済の活性化

などに資する一方、都市計画制度との調整を適切に行うことが求められている。 

 

２ このため、県として、「地域未来投資促進法等を活用した開発における都市計画

の基本的な考え方」（以下「基本的な考え方」）を整理のうえ市町村へ示すことで、

県と市町村の双方で共有を図り、今後の開発にあたっての都市計画に係る調整を適

切かつ円滑に進めることを目的とする。 

 

３ 「基本的な考え方」は、地域未来投資促進法等を活用した開発にあたり、国が示

す留意事項を踏まえ、県として考える都市計画制度の運用上、配慮すべき内容を整

理するものである。 

市町村においては、県が示す「基本的な考え方」について、都市計画担当、商工

担当及び農政担当など開発に関係する各部局において共有かつ認識してもらい、今

後の開発にあたっての都市計画に係る調整が円滑に進むよう対応してもらう。 
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地域未来投資促進法等を活用した開発における都市計画の基本的な考え方

（案） 

 

１ 趣 旨 

・ 「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」（地域未来投資

促進法）及び「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」（農村産業法）の制度を活用

した産業立地に係る新たな開発については、地域経済の活性化などに資する一方、都市計画

制度との調整を適切に行うことが求められている。 

・ このため、県として、「地域未来投資促進法等を活用した開発における都市計画の基本的な

考え方」（以下「基本的な考え方」）を整理のうえ市町村へ示すことで、県と市町村の双方で

共有を図り、今後の開発にあたっての都市計画に係る調整（※）を適切かつ円滑に進めるこ

とを目的とする。 

 

   ※ 都市計画に係る調整 

      地域未来投資促進法：「基本計画」（市町村・県）及び「土地利用調整計画」（市町村）

の作成または変更時における都市計画担当部局との調整 

      農村産業法：「基本計画」（県）及び「実施計画」（市町村）の作成または変更時にお

ける都市計画担当部局との調整 

 

２ 背 景 

・ 従来、線引き都市計画区域の市街化調整区域や非線引き都市計画区域の白地地域において、

産業立地に係る新たな開発により市街地を拡大する場合、農政担当部局とも調整を図りなが

ら、市街化区域への編入（区域区分の変更）や新たな用途地域の指定を行い市街地を形成す

るなど都市計画制度を適切に運用し、計画的に開発を誘導してきた。 

・ そのなかで平成 29年に施行された「地域未来投資促進法」は、国民経済の健全な発展を目

的として、地域経済を牽引する事業などについて積極的に支援を行うこととし、土地利用規

制に係る特例措置の一つとして、都市計画法については、「市街化調整区域の開発許可関係の

手続きに関する配慮」（以下「開発許可の配慮」）（資料１）を受けることが可能となっている。 

・ しかしながら、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であるという性格に変わりは

ないことから、地域未来投資促進法を活用した開発にあたっては、新潟県都市計画基本方針

（資料２）における「白地地域等の土地利用方針」及び地域における地域経済牽引事業の促

進に関する基本的な方針（資料３）における「市街化調整区域における土地利用の調整に関

し必要な事項」を踏まえた運用が必要となる。 

・ また、非線引き都市計画区域の白地地域において、地域未来投資促進法等を活用した開発

を行う場合においても、白地地域における無秩序な土地利用を防止する観点から、新潟県都

市計画基本方針（資料２）における「白地地域等の土地地用の方針」を踏まえた運用が必要 

となる。 
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 ・ そのため、地域未来投資促進法等を活用した産業立地に係る新たな開発を計画する場合、

開発地における都市計画について都市計画担当、商工担当及び農政担当部局が相互に調整を

図りながら、開発が円滑に進むよう連携して取り組む必要がある。 

 

３ 「基本的な考え方」の位置付け 

 

「基本的な考え方」は、地域未来投資促進法等を活用した開発にあたり、県として考える

都市計画制度の運用上、配慮すべき内容を整理したものである。（以下、４及び５参照） 

 

・ 県都市計画担当部局においては、庁内関係課から都市計画に係る調整に関する照会に対し

て、「基本的な考え方」に基づき対応することとする。 

・ 市町村においては、県が示す「基本的な考え方」について、都市計画担当、商工担当及び農

政担当など開発に関係する各部局において共有かつ認識してもらい、今後の開発にあたって

の都市計画に係る調整が適切かつ円滑に進むよう対応してもらう。 

 

４ 「線引き都市計画区域」の市街化調整区域における開発の基本的な考え方 

 

＜地域未来投資促進法・農村産業法関係共通＞ 

 

（１）市街化区域内を優先すること 

 

・ 市街化調整区域における無秩序な市街化を抑制するため、「重点促進区域」及び「土地利

用調整区域」の設定にあたっては、市街化区域内において現に宅地化された土地の活用を

優先すること。（資料３、４参照） 

・ 市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当な場合は、インターチェンジ又は

幹線道路に近接した区域とするなど、当該地域における交通網の整備状況などを踏まえた

うえで、市街化調整区域において行う必然性・必要性を認めることができること。（資料４

参照） 

・ 市街化区域内の土地を優先的に「産業導入地区」の区域として設定すること。（資料８） 

 

＜地域未来投資促進法関係＞ 

 

（１）都市計画区域マスタープラン及び市町村マスタープランとの調和が保たれること 

 

・ 都市の将来像を実現するため、「重点促進区域」及び「土地利用調整区域」の設定にあた

っては、都市計画法第６条の２の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（以下「都市

計画区域マスタープラン」）及び同法第 18 条の２の市町村の都市計画に関する基本的な方

針（以下「市町村マスタープラン」）に示す土地利用の方針との調和（※１）が保たれるこ

と。（資料３参照） 
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（２）立地適正化計画との整合が図られること 

 

・ 市町村マスタープランには、都市再生特別措置法第 81条に規定する立地適正化計画の記

載事項（住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針）が含まれるこ

とから、居住や都市機能の誘導を図る上で支障とならないことなど、この記載の内容と整

合が図られること。（資料４、５、６参照） 

 

（３）周辺の市街化を促進するおそれがないこと 

 

・ 「重点促進区域」及び「土地利用調整区域」の設定に伴い、市街化調整区域において大規

模な公共施設整備を要することのないようにするとともに、商業施設等の集客性のある施

設又は住宅等の市街化を促進する施設の新たな立地を誘発しないことが求められること。

（資料３参照） 

・ 市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であることから、当該区域における開発は、

良好な自然・営農環境の保全や将来の土地利用上の支障とならないよう特に配慮しなけれ

ばならないこと。（資料２参照） 

 

（４）開発後は市街化区域へ編入することを原則とすること 

 

  ・ 地域未来投資促進法を活用し開発する区域においては、将来的に都市的土地利用が図ら

れることが想定されることから、開発後は市街化区域への編入（※２）を原則として、計

画的かつ一体的な市街地形成を図ること。（資料２参照） 

 

（５）市街化調整区域の性格を踏まえた用途とすること 

 

・ 市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であることから、商業施設等の集客性のある

施設は、市街化調整区域における地域経済牽引事業の用に供する施設として望ましいもの

ではないこと。（資料４参照） 

 

（６）地区計画を定めること 

 

  ・ おおむね５ha以上の開発が行われ、土地利用の方向性が明らかな開発予定地区について

は、将来に向けて計画的な開発を担保するため、地区計画を定めること。（資料２参照） 
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＜農村産業法関係＞ 

 

（１）原則として「産業導入地区」の区域を設定しないこと 

 

・ 市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であることから、原則として「産業導入地区」

の区域を設定しないものとする（※３）。（資料９参照） 

 

５ 「非線引き都市計画区域」の白地地域における開発の基本的な考え方 

 

＜地域未来投資促進法・農村産業法関係共通＞ 

 

（１）用途地域内を優先すること 

 

・ 白地地域における無秩序な市街化を抑制するため、「重点促進区域」及び「土地利用調整

区域」の設定にあたっては、用途地域内において現に宅地化された土地の活用を優先する

こと。（資料３、４参照） 

・ 用途地域内の土地を優先的に「産業導入地区」の区域として設定すること。（資料８） 

 

（２）都市計画区域マスタープラン及び市町村マスタープランとの整合が図られること 

 

・ 都市の将来像を実現するため、地域未来投資促進法等を活用した開発は都市計画区域マ

スタープラン及び市町村マスタープランに示す土地利用の方針に沿った内容であること。

（資料４、７参照） 

 

（３）立地適正化計画との整合が図られること 

 

・ 市町村マスタープランには、都市再生特別措置法第 81条に規定する立地適正化計画の記

載事項（住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針）が含まれるこ

とから、居住や都市機能の誘導を図る上で支障とならないことなど、この記載の内容と整

合が図られること。（資料４、６参照） 

 

（４）用途地域や地区計画を定めること 

 

・ おおむね５ha以上の開発が行われ、土地利用の方向性が明らかな開発予定地区について

は、将来に向けて計画的な開発を担保するため、地区計画を定めること。 

また、用途地域を定めるなどの必要な規制誘導策を行い、一体的かつ計画的な市街地形

成を図ること。（資料２参照） 

 

 



 

意見 1-6 

 

※１ ・ 資料１の「（５）地域における産業立地の促進のために必要と認められる区域」に

おける配慮の対象施設（高速自動車国道 IC等近接に立地する工場など）について「開

発許可の配慮」を受ける場合は、都市計画区域マスタープラン及び市町村マスタープ

ランにおいて、当該区域を文面及び図面に可能な限り具体的に位置付けるとともに、

地域経済牽引事業の内容についても具体的に記載（例：工業施設、物流施設など）し

ておくこと。 

     なお、都市計画区域マスタープランには、「土地利用に関する主要な都市計画の決

定の方針」に当該区域と地域経済牽引事業の内容を、「附図-２ 市街地の土地利用方

針図」に当該区域の位置を記載するものとし、その記載にあたっては、目標年次を踏

まえ、商工担当部局や農政担当部局等の関係部局と調整を図ったうえで記載するもの

とする。 

※２ ・ 区域区分の変更を行う際には、開発区域を優先的かつ計画的に市街化区域へ編入す

るものとする。 

    ・ 開発しようとする区域が、既成市街地と連続しないいわゆる飛地である場合は、都

市計画運用指針を踏まえ、インターチェンジと一体となって計画的に整備される工業、

研究業務、流通業務等の立地に適した土地の区域であって、20ha以上の規模を有する

ものを目途として、飛地の市街化区域に設定することができる。 

※３ ・ 都市計画担当部局と調整を行い、市街化調整区域における地区計画を定めた場合は

産業導入地区の区域を設定することができる。 

 

 

（添付資料） 

資料１  市街化調整区域の開発許可関係の手続きに関する配慮 

資料２  新潟県都市計画基本方針 （抜粋） 

資料３  地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針 （抜粋） 

資料４  地域未来投資促進法における基本計画のガイドライン （抜粋） 

資料５  地域未来投資促進法における土地利用調整計画のガイドライン （抜粋） 

資料６  都市再生特別措置法 （抜粋） 

資料７  農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 （抜粋） 

資料８  農村地域への産業の導入に関する基本方針 （抜粋） 

資料９  農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に関するガイドライン （抜粋） 
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資料１ 

（付議 第１号議案） 

十日町都市計画道路の変更（新潟県決定） 





資料 1-1 

 

■十日町都市計画道路 変更の概要(新旧対照表) 

 

（新） 

種
別 

名  称 位  置 区域 構  造 
備

考 

番号 路線名 起点 終点 
主 な 

通過地 
延長 

構
造
形
式 

車
線
の
数 

幅員 

地表式の区

間における

鉄道等との

交差の構造 

 

幹
線
街
路 

3･4･3 
高田町 

南線 

十日町市 

錦町一丁

目 

十日町市 

高田町六

丁目 

十日町市 

高山三丁

目 

総延長 

約 1,450m 

内訳 

･地表式 

W=18.0m 

：L=約 1,450m 

地
表
式 

２車線 18.0ｍ 

幹線街路と 

平面交差 

３箇所 

 

3･4･5 
高田町 

通り線 

十日町市 

本町二丁

目 

十日町市 

高田町六

丁目 

十日町市 

高田町二

丁目 

総延長 

約 1,890m 

内訳 

･地表式 

W=15.0m 

：L=約 420m 

W=16.0m 

：L=約 1,470m 

地
表
式 

２車線 

15.0ｍ 

～ 

16.0ｍ 

ＪＲ飯山線

と平面交差

1 箇所 

北越急行ほ

くほく線と

立体交差 1

箇所 

幹線街路と

平面交差６

箇所 

 

3･4･13 本町通り線 

十日町市 

川治 

 

十日町市 

中条 

 

十日町市 

本町三丁

目 

総延長 

約 5,330m 

内訳 

･地表式 

W=10.2m 

(JR 飯山線との交差部) 

：L=約  15m 

W=13.5m 

：L=約 860m 

W=14.5m 

：L=約 1,070m 

W=18m 

：L=約 2,980m 

W=22m 

(JR 飯山線との交差部) 

：L=約 405m 

地
表
式 

２車線 

13.5ｍ 

～ 

18.0ｍ 

ＪＲ飯山線

と立体交差

1 箇所 

北越急行ほ

くほく線と

立体交差 1

箇所 

幹線街路と

平面交差 10

箇所 

 

下線部を変更 
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（旧） 

種
別 

名  称 位  置 区域 構  造 
備

考 

番号 路線名 起点 終点 
主 な 

通過地 
延長 

構
造
形
式 

車
線
の
数 

幅員 

地表式の区

間における

鉄道等との

交差の構造 

 

幹
線
街
路 

3･4･3 
高田町 

南線 

十日町市 

大字高山

字水上 

十日町市 

子字上島 

 

十日町市 

大字高山

字塚下 

総延長 

約 1,460m 

内訳 

･地表式 

W=18.0m 

：L=約 1,460m 

地
表
式 

－ 18.0ｍ 

幹線街路と 

平面交差 

３箇所 

 

3･4･5 
高田町 

通り線 

十日町市 

子字西一

ノ丁 

十日町市 

子字上島 

 

十日町市 

子字上原 

 

総延長 

約 1,870m 

内訳 

･地表式 

W=15.0m 

：L=約 420m 

W=16.0m 

：L=約 1,450m 

地
表
式 

－ 16.0ｍ 

ＪＲ飯山線

と平面交差

1 箇所 

北越北線と

立体交差 1

箇所 

幹線街路と

平面交差６

箇所 

 

3･4･13 本町通り線 

十日町市 

大字川治 

 

十日町市 

大字中条 

丙 

十日町市 

寅甲字 

西三ノ丁 

総延長 

約 5,330m 

内訳 

･地表式 

W=10.2m 

：L=約  15m 

W=18m 

：L=約 4,910m 

W=22m 

：L=約 405m 

地
表
式 

－ 18.0ｍ 

ＪＲ飯山線

と立体交差

1 箇所 

北越北線と

立体交差 1

箇所 

幹線街路と

平面交差 12

箇所 

 

下線部を変更 
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■十日町都市計画道路を変更する土地の地名一覧 

 

名称 変更前（※） 廃止する区域 追加する区域 変更後 

3･4･3 
高田町 

南線 

十日町市 

錦町一丁目 

錦町二丁目 

大字高山 

字西原 

字東原 

字水上 

字中道 

字塚下 

字上島 

子 字上島 

大字高山丙 

字蟹原 

 

の各一部 

十日町市 

 高田町六丁目 

 

の一部 

十日町市 

 高田町六丁目 

 

の一部 

十日町市 

 錦町一丁目 

 錦町二丁目 

 高山二丁目 

 高山三丁目 

 高山四丁目 

高田町六丁目 

 

の各一部 

3･4･5 
高田町 

通り線 

十日町市 

 子 字西一ノ丁 

字西二ノ丁 

字上原 

字浦田 

字中沢 

字久保田 

字住吉 

 泉 

住吉町 

春日 

大字高山 

字外谷内 

字内谷内 

字北 

字北高山 

字山口 

字下平 

子 字上島 

大字高山丙 

字古道 

字上島 

 

の各一部 

十日町市 

 高田町六丁目 

 

の一部 

十日町市 

 高田町六丁目 

 

の一部 

十日町市 

本町二丁目 

 高田町一丁目 

高田町二丁目 

高田町三丁目 

高田町三丁目西 

高田町三丁目南 

高田町四丁目 

高田町五丁目 

高田町六丁目 

 

の各一部 

 

(※)平成 7年都市計画変更当時の住所表示 

  以降、地籍調査に基づく住所表示変更あり 
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名称 変更前（※） 廃止する区域 追加する区域 変更後 

3･4･13 本町通り線 

十日町市 

大字川治 

字下川原 

大字川治 

大字山本 

字川端 

字幅下 

字屋敷 

字城ノ下 

字村の中 

字はしご田 

字大林割 

字頭なし 

字反り目 

字稲荷田 

字かに原 

字道下 

字北下り 

 原 字蕪沢 

字道下 

字道上 

字榎木端 

字栃山田 

 辰甲字東一ノ丁 

字東二ノ丁 

字東三ノ丁 

 子 字西一ノ丁 

字西二ノ丁 

 寅甲字西三ノ丁 

字西四ノ丁 

字町下 

字四ツ宮 

 卯 字東四ツ丁 

字四ツ宮 

字宮ノ下 

字下川原 

字上川原 

字四ツ宮下 

宇都宮 

大字新座甲 

大字四日町新田 

大字四日町 

大字尾崎 

大字中条丙 

 

の各一部 

十日町市 

川治 

山本町一丁目 

山本町二丁目 

山本町三丁目 

山本町四丁目 

山本町五丁目 

本町二丁目 

四日町 

尾崎 

 

の各一部 

十日町市 

川治 

山本町一丁目 

山本町二丁目 

山本町三丁目 

 

の各一部 

 

十日町市 

川治 

山本町一丁目 

山本町二丁目 

山本町三丁目 

山本町四丁目 

山本町五丁目 

本町一丁目上 

本町一丁目下 

本町二丁目 

本町三丁目 

本町四丁目 

本町五丁目 

本町六の一丁目 

高田町一丁目 

神明町  

新座 

四日町新田 

四日町 

尾崎 

中条 

 

の各一部 

 

(※)平成 7年都市計画変更当時の住所表示 

  以降、地籍調査に基づく住所表示変更あり 

 



元 3・4・3号 高田町南線 L=約1,460m W=18.0m

変更 3・4・5号 高田町南線 L=約1,450m ２車線 W=18.0m

元
3・
4・
1
3号

本
町
通
り
線
L
=約
5
,3
30
m

W
=1
8
.0
m

変
更
3・
4・
1
3号

本
町
通
り
線
L
=約
5
,3
30
m

２
車
線

W
=1
3
.5
～
18
.0
m

元 3・4・5号 高田町通り線 L=約1,870m W=16.0m

変更 3・4・5号 高田町通り線 L=約1,890m ２車線 W=15.0～16.0m

・交差点部の隅切形状の変更
・車線の数の決定（２車線） 等

・十日町橋架替計画を
踏まえた道路線形の変更

・車線の数の決定（２車線）
等

・歩道計画見直しによる
道路区域の変更
（両側歩道設置

→片側歩道設置）
・車線の数の決定（２車線）

等

十日町都市計画道路の変更（新潟県決定）の概要

十日町市
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資料３ 

（意見照会 第１号議案） 

地域未来投資促進法等を活用した開発における 

都市計画の基本的な考え方（案）について 





（案） 

資料 3-1 

 

 

 

地域未来投資促進法等を活用した開発における都市計画の基本的な考え方 

 

１ 趣 旨 

・ 「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」（地域未来投資

促進法）及び「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」（農村産業法）の制度を活用

した産業立地に係る新たな開発については、地域経済の活性化などに資する一方、都市計画

制度との調整を適切に行うことが求められている。 

・ このため、県として、「地域未来投資促進法等を活用した開発における都市計画の基本的な

考え方」（以下「基本的な考え方」）を整理のうえ市町村へ示すことで、県と市町村の双方で

共有を図り、今後の開発にあたっての都市計画に係る調整（※）を適切かつ円滑に進めるこ

とを目的とする。 

 

   ※ 都市計画に係る調整 

      地域未来投資促進法：「基本計画」（市町村・県）及び「土地利用調整計画」（市町村）

の作成または変更時における都市計画担当部局との調整 

      農村産業法：「基本計画」（県）及び「実施計画」（市町村）の作成または変更時にお

ける都市計画担当部局との調整 

 

２ 背 景 

・ 従来、線引き都市計画区域の市街化調整区域や非線引き都市計画区域の白地地域において、

産業立地に係る新たな開発により市街地を拡大する場合、農政担当部局とも調整を図りなが

ら、市街化区域への編入（区域区分の変更）や新たな用途地域の指定を行い市街地を形成す

るなど都市計画制度を適切に運用し、計画的に開発を誘導してきた。 

・ そのなかで平成 29年に施行された「地域未来投資促進法」は、国民経済の健全な発展を目

的として、地域経済を牽引する事業などについて積極的に支援を行うこととし、土地利用規

制に係る特例措置の一つとして、都市計画法については、「市街化調整区域の開発許可関係の

手続きに関する配慮」（以下「開発許可の配慮」）（資料１）を受けることが可能となっている。 

・ しかしながら、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であるという性格に変わりは

ないことから、地域未来投資促進法を活用した開発にあたっては、新潟県都市計画基本方針

（資料２）における「白地地域等の土地利用方針」及び地域における地域経済牽引事業の促

進に関する基本的な方針（資料３）における「市街化調整区域における土地利用の調整に関

し必要な事項」を踏まえた運用が必要となる。 

・ また、非線引き都市計画区域の白地地域において、地域未来投資促進法等を活用した開発

を行う場合においても、白地地域における無秩序な土地利用を防止する観点から、新潟県都

市計画基本方針（資料２）における「白地地域等の土地地用の方針」を踏まえた運用が必要 

となる。 

令和８年１月 29 日 

第 225回新潟県都市計画審議会 

意見照会第１号議案 



（案） 
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 ・ そのため、地域未来投資促進法等を活用した産業立地に係る新たな開発を計画する場合、

開発地における都市計画について都市計画担当、商工担当及び農政担当部局が相互に調整を

図りながら、開発が円滑に進むよう連携して取り組む必要がある。 

 

３ 「基本的な考え方」の位置付け 

 

「基本的な考え方」は、地域未来投資促進法等を活用した開発にあたり、県として考える

都市計画制度の運用上、配慮すべき内容を整理したものである。（以下、４及び５参照） 

 

・ 県都市計画担当部局においては、庁内関係課から都市計画に係る調整に関する照会に対し

て、「基本的な考え方」に基づき対応することとする。 

・ 市町村においては、県が示す「基本的な考え方」について、都市計画担当、商工担当及び農

政担当など開発に関係する各部局において共有かつ認識してもらい、今後の開発にあたって

の都市計画に係る調整が適切かつ円滑に進むよう対応してもらう。 

 

４ 「線引き都市計画区域」の市街化調整区域における開発の基本的な考え方 

 

＜地域未来投資促進法・農村産業法関係共通＞ 

 

（１）市街化区域内を優先すること 

 

・ 市街化調整区域における無秩序な市街化を抑制するため、「重点促進区域」及び「土地利

用調整区域」の設定にあたっては、市街化区域内において現に宅地化された土地の活用を

優先すること。（資料３、４参照） 

・ 市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当な場合は、インターチェンジ又は

幹線道路に近接した区域とするなど、当該地域における交通網の整備状況などを踏まえた

うえで、市街化調整区域において行う必然性・必要性を認めることができること。（資料４

参照） 

・ 市街化区域内の土地を優先的に「産業導入地区」の区域として設定すること。（資料８） 

 

＜地域未来投資促進法関係＞ 

 

（１）都市計画区域マスタープラン及び市町村マスタープランとの調和が保たれること 

 

・ 都市の将来像を実現するため、「重点促進区域」及び「土地利用調整区域」の設定にあた

っては、都市計画法第６条の２の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（以下「都市

計画区域マスタープラン」）及び同法第 18 条の２の市町村の都市計画に関する基本的な方

針（以下「市町村マスタープラン」）に示す土地利用の方針との調和（※１）が保たれるこ

と。（資料３参照） 



（案） 

資料 3-3 

 

（２）立地適正化計画との整合が図られること 

 

・ 市町村マスタープランには、都市再生特別措置法第 81条に規定する立地適正化計画の記

載事項（住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針）が含まれるこ

とから、居住や都市機能の誘導を図る上で支障とならないことなど、この記載の内容と整

合が図られること。（資料４、５、６参照） 

 

（３）周辺の市街化を促進するおそれがないこと 

 

・ 「重点促進区域」及び「土地利用調整区域」の設定に伴い、市街化調整区域において大規

模な公共施設整備を要することのないようにするとともに、商業施設等の集客性のある施

設又は住宅等の市街化を促進する施設の新たな立地を誘発しないことが求められること。

（資料３参照） 

・ 市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であることから、当該区域における開発は、

良好な自然・営農環境の保全や将来の土地利用上の支障とならないよう特に配慮しなけれ

ばならないこと。（資料２参照） 

 

（４）開発後は市街化区域へ編入することを原則とすること 

 

  ・ 地域未来投資促進法を活用し開発する区域においては、将来的に都市的土地利用が図ら

れることが想定されることから、開発後は市街化区域への編入（※２）を原則として、計

画的かつ一体的な市街地形成を図ること。（資料２参照） 

 

（５）市街化調整区域の性格を踏まえた用途とすること 

 

・ 市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であることから、商業施設等の集客性のある

施設は、市街化調整区域における地域経済牽引事業の用に供する施設として望ましいもの

ではないこと。（資料４参照） 

 

（６）地区計画を定めること 

 

  ・ おおむね５ha以上の開発が行われ、土地利用の方向性が明らかな開発予定地区について

は、将来に向けて計画的な開発を担保するため、地区計画を定めること。（資料２参照） 

 

 

 

 

 



（案） 

資料 3-4 

＜農村産業法関係＞ 

 

（１）原則として「産業導入地区」の区域を設定しないこと 

 

・ 市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であることから、原則として「産業導入地区」

の区域を設定しないものとする（※３）。（資料９参照） 

 

５ 「非線引き都市計画区域」の白地地域における開発の基本的な考え方 

 

＜地域未来投資促進法・農村産業法関係共通＞ 

 

（１）用途地域内を優先すること 

 

・ 白地地域における無秩序な市街化を抑制するため、「重点促進区域」及び「土地利用調整

区域」の設定にあたっては、用途地域内において現に宅地化された土地の活用を優先する

こと。（資料３、４参照） 

・ 用途地域内の土地を優先的に「産業導入地区」の区域として設定すること。（資料８） 

 

（２）都市計画区域マスタープラン及び市町村マスタープランとの整合が図られること 

 

・ 都市の将来像を実現するため、地域未来投資促進法等を活用した開発は都市計画区域マ

スタープラン及び市町村マスタープランに示す土地利用の方針に沿った内容であること。

（資料４、７参照） 

 

（３）立地適正化計画との整合が図られること 

 

・ 市町村マスタープランには、都市再生特別措置法第 81条に規定する立地適正化計画の記

載事項（住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針）が含まれるこ

とから、居住や都市機能の誘導を図る上で支障とならないことなど、この記載の内容と整

合が図られること。（資料４、６参照） 

 

（４）用途地域や地区計画を定めること 

 

・ おおむね５ha以上の開発が行われ、土地利用の方向性が明らかな開発予定地区について

は、将来に向けて計画的な開発を担保するため、地区計画を定めること。 

また、用途地域を定めるなどの必要な規制誘導策を行い、一体的かつ計画的な市街地形

成を図ること。（資料２参照） 

 

 



（案） 

資料 3-5 

 

※１ ・ 資料１の「（５）地域における産業立地の促進のために必要と認められる区域」に

おける配慮の対象施設（高速自動車国道 IC等近接に立地する工場など）について「開

発許可の配慮」を受ける場合は、都市計画区域マスタープラン及び市町村マスタープ

ランにおいて、当該区域を文面及び図面に可能な限り具体的に位置付けるとともに、

地域経済牽引事業の内容についても具体的に記載（例：工業施設、物流施設など）し

ておくこと。 

     なお、都市計画区域マスタープランには、「土地利用に関する主要な都市計画の決

定の方針」に当該区域と地域経済牽引事業の内容を、「附図-２ 市街地の土地利用方

針図」に当該区域の位置を記載するものとし、その記載にあたっては、目標年次を踏

まえ、商工担当部局や農政担当部局等の関係部局と調整を図ったうえで記載するもの

とする。 

※２ ・ 区域区分の変更を行う際には、開発区域を優先的かつ計画的に市街化区域へ編入す

るものとする。 

    ・ 開発しようとする区域が、既成市街地と連続しないいわゆる飛地である場合は、都

市計画運用指針を踏まえ、インターチェンジと一体となって計画的に整備される工業、

研究業務、流通業務等の立地に適した土地の区域であって、20ha以上の規模を有する

ものを目途として、飛地の市街化区域に設定することができる。 

※３ ・ 都市計画担当部局と調整を行い、市街化調整区域における地区計画を定めた場合は

産業導入地区の区域を設定することができる。 

 

 

（添付資料） 

資料１  市街化調整区域の開発許可関係の手続きに関する配慮 

資料２  新潟県都市計画基本方針 （抜粋） 

資料３  地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針 （抜粋） 

資料４  地域未来投資促進法における基本計画のガイドライン （抜粋） 

資料５  地域未来投資促進法における土地利用調整計画のガイドライン （抜粋） 

資料６  都市再生特別措置法 （抜粋） 

資料７  農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 （抜粋） 

資料８  農村地域への産業の導入に関する基本方針 （抜粋） 

資料９  農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に関するガイドライン （抜粋） 
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79 

 

④歴史集落地域 
１）地域指定の方針 
ア．歴史的な形態を備えた一団の集落につ 

いて指定します。 
   イ．優良農地は指定しないこととします。 
  ２）地域指定後の対応方針 

ア．特定用途制限地域、地区計画等の指定 
を促進するとともに、景観に配慮しま 
す。 

イ．建築形態規制の指定基準（容積率 200 

％、建ぺい率 60％）の指定を促進しま 

すが、現状の建築形態を維持する観点 
から、地域の実情を十分に勘案するこ  写真 7-10 歴史集落地域（旧相川町） 
ととします。 

 
 

⑤混合地域 
１）地域指定の方針 
ア．沿道開発が進行している地域、建築用 

途が混在している地域について指定し 
ます。 

   イ．優良農地は指定しないこととします。 
  ２）地域指定後の対応方針 

ア．特定用途制限地域、地区計画等の指定 
を促進します。 

イ．用途地域の周辺部では、用途地域の指 
定を促進します。 

ウ．建築形態規制の指定基準（容積率 200 
％、建ぺい率 60％）の指定を促進しま  写真 7-11 混合地域（荒川町） 
す。 

 
 
⑥特定地域 

  １）地域指定の方針 
ア．おおむね 5ha 以上の開発が行われ、土 

地利用の方向性が明らかな一団の開発 
済み地区及び開発予定地区について指 
定します。 

  ２）地域指定後の対応方針 
ア．特定用途制限地域、地区計画等の指定 

を促進します。 
イ．用途地域の周辺部では、用途地域の指 

定を促進します。 
ウ．建築形態規制の指定基準（容積率 200 

％、建ぺい率 60％）の指定を促進しま  写真 7-12 特定地域（新発田市） 
す。 

 

第２種集落地域（相川町）
歴史集落地域歴史集落地域歴史集落地域

相川町

日本海

街道沿いの町屋、漁村集
落など比較的民家が集積
している地域で街並みを
活かしながら生活環境の
向上を図る地域

第１種特定地域（用途の混在、荒川町）

荒川町

国
道
７
号

土地利用の混在が進んでいる地
域で、土地利用の規制、誘導に
より生活環境の改善を図る地域

混 合 地 域混混 合合 地地 域域

第２種特定地域（新発田市 食
品工業団地）

特 定 地 域特 定 地 域

既に計画的な開発が行われた地域や、今後、計
画に基づいた特定の施設の立地を誘導する地域

新発田市 食品工業団地

旧相川町
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都市再生特別措置法 

                      平成 14 年４月５日 

                           法律第 22 号 

                   現在施行 令和６年 11 月８日 

（立地適正化計画） 

第八十一条 市町村は、単独で又は共同して、都市計画法第四条第二項に

規定する都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、

住宅及び都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、商業施設その他の

都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市

機能の増進に著しく寄与するものをいう。以下同じ。）の立地の適正

化を図るための計画（以下「立地適正化計画」という。）を作成するこ

とができる。 

２ 立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね次に掲げる

事項を記載するものとする。 

一 住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針 

二 都市の居住者の居住を誘導すべき区域（以下「居住誘導区域」という。）

及び居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都

市の居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する

事項 

三 都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域（以下「都市機能誘導区域」

という。）及び当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都

市機能増進施設（以下「誘導施設」という。）並びに必要な土地の確

保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導施設の立地

を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項（次号に掲げる

ものを除く。） 

四 都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる

事業等に関する事項 

イ 誘導施設の整備に関する事業 

ロ イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に

関する事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業その他国土交通省

令で定める事業 

ハ イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために

必要な事務又は事業 

五 居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施

設の立地及び立地の誘導を図るための都市の防災に関する機能の確
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保に関する指針（以下この条において「防災指針」という。）に関する

事項 

六 第二号若しくは第三号の施策、第四号の事業等又は防災指針に基づく

取組の推進に関連して必要な事項 

七 前各号に掲げるもののほか、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正

化を図るために必要な事項 

（都市計画法の特例） 

第八十二条 前条第二項第一号に掲げる事項が記載された立地適正化計

画が同条第二十三項（同条第二十四項において準用する場合を含む。）

の規定により公表されたときは、当該事項は、都市計画法第十八条の

二第一項の規定により定められた市町村の都市計画に関する基本的

な方針の一部とみなす。 
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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 

昭和 46 年 

法律第 112 号 

                  現在施行 令和４年５月 20 日 

（基本計画） 

第四条 都道府県は、当該都道府県における農村地域への産業の導入に関す

る基本計画（以下「基本計画」という。）を定めることができる。 

２ 基本計画においては、次に掲げる事項の大綱を定めるものとする。 

一 農村地域への産業の導入の目標 

二 農村地域に導入される産業への農業従事者の就業の目標 

三 農村地域への産業の導入と相まって促進すべき農業構造の改善に関す

る目標 

四 農村地域への産業の導入に伴う施設用地（工場、事業場その他の施設の

用に供する土地をいう。以下同じ。）と農用地等（農業振興地域の整備に

関する法律第三条に規定する農用地等をいう。以下同じ。）との利用の

調整に関する方針 

３ 基本計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項の

大綱を定めるよう努めるものとする。 

一 農村地域に導入される産業の用に供する施設の整備に関する事項 

二 労働力の需給の調整及び農業従事者の農村地域に導入される産業への

就業の円滑化に関する事項 

三 農村地域への産業の導入と相まって農業構造の改善を促進するために

必要な農業生産の基盤の整備及び開発その他の事業に関する事項 

四 その他必要な事項 

４ 基本計画は、基本方針に即するとともに、国土形成計画、首都圏整備計

画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、山村

振興計画、農業振興地域整備計画、過疎地域持続的発展計画その他法律

の規定による地域振興に関する計画及び道路、鉄道等の施設に関する国

の計画並びに都市計画との調和が保たれたものでなければならない。 

５ 都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、主

務大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、

主務大臣は、当該同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議

するものとする。 

６ 都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 
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（報告 第１号議題） 

広域都市計画マスタープランの改定について 





〇県が広域的な見地から、土地利用や都市施設の整備などについて、都市の将来像を明確
にするとともに、その実現に向けて都市計画の基本的な方向性を示すものとして、平成
29年に策定。

〇市町村合併や生活圏の広域化などに対応するため、県内を７つの圏域に分け、各圏域を対
象とした「圏域計画」（任意計画）と、各圏域に含まれる「都市計画区域マスタープラ
ン」（法定計画）の２段構成となっている。

広域都市計画マスタープランの改定について

広域都市計画マスタープラン

１．広域都市計画マスタープランの概要

資料 2-1

（任意計画・７圏域） （法定計画・24都市計画区域）

〇本県における今後の都市づくりの指針である「21世紀新潟県都市政策ビジョン」などの理
念・方向性に即して策定され、市町村都市計画マスタープランの上位計画に位置付けられ
ている。
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１．広域都市計画マスタープランの概要
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２．改定の必要性
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２．改定の必要性
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→「都市計画」

→ 「環 境」

→ 「都市防災」

→「都市計画」



３．改定の進め方

資料 2-5



４．スケジュール（案）
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広域都市計画マスタープランの改定に関するアドバイザー会議設置要綱 

 

令和８年１月 29日施行 

 

（名 称） 

第１条 この会議は、広域都市計画マスタープランの改定に関するアドバイザ

ー会議（以下「アドバイザー会議」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第２条 新潟県が行う広域都市計画マスタープランの改定にあたっての基本的

な方針について、都市計画などの専門的な視点から、アドバイザーから幅広く

助言を受けるため、アドバイザー会議を設置する。 

 

（設置期間） 

第３条 アドバイザー会議の設置期間は、今回の広域都市計画マスタープラン

の改定に係る都市計画の変更手続が終了するまでとする。 

 

（構成等） 

第４条 アドバイザー会議は、新潟県都市計画審議会委員のうち新潟県都市計

画審議会条例第２条第１項第１号に規定する者のほか、広域都市計画マスタ

ープランの改定に関し専門的知見を有する者を加えた、別表に掲げる委員を

もって構成する。 

２ アドバイザー会議には、座長を置く。 

３ 座長は、委員の互選により定める。 

４ 座長は、アドバイザー会議を代表し、会議を招集、総括する。 

５ 座長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

 

（庶 務） 

第５条 アドバイザー会議の庶務は、新潟県土木部都市局都市政策課が行う。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項に定める。 

 

附 則 この要綱は、令和８年１月 29日から施行し、アドバイザー会議の設置

期間が終了したとき、その効力を失う。 

 

（案） 
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（別 表） 

 

 

広域都市計画マスタープランの改定に関するアドバイザー会議委員名簿 

 

 

 

分 野 

 

 

氏  名 

 

所 属・役 職 

 

備 考 

 

都市計画 

（景 観） 

 

岡﨑 篤行 新潟大学 教授 
新潟県都市計画

審議会委員 

 

環 境 

 

小瀬 知洋 新潟薬科大学 教授 
新潟県都市計画

審議会委員 

 

都市計画 

（土地利用） 

 

松川 寿也 
長岡技術科学大学 

准教授 

新潟県都市計画

審議会委員 

 

都市防災 

 

福本 塁 長岡造形大学 准教授 

（参考） 

長岡市都市計画

審議会委員 

（敬称略） 

（案） 
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